
別紙2 除染等業務のうち労働者派遣が禁止される業務 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法

律第4条第1項において労働者派遣事業を行ってはならない業務として、建設業務(土

木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又

はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。以下同じ。) が規定されており、除

染等業務に関する業務であっても建設業務に該当する場合は、労働者派遣が禁止され

ること。 

したがって、一般的には、派遣先が建設現場である場合、単独で実施すれば建設業務

に当たらない業務であっても、それが土木・建築等の作業の準備作業に当たるものと

みなされることがほとんどであることから、禁止業務に該当する場合が多いこと。ま

た、参考として以下に例を示したが、当該除染等業務が建設業務に当たるか否かは実

態に即して判断されること、また、個々の業務は土木・建築等の作業に当たらないが、

土木・建築等の作業の準備作業となる場合は建設業務に該当するため禁止されること

に留意が必要であること。 

 
 

業務内容(使用機械等) 

 

可否の考え方 

森林(落葉、枝葉等の除去、

立木の枝打ち)の除染(電動

のこぎり) 

一般的には、左記の業務は可能と考えられるが、実態

として土木・建築等の作業の準備作業として行われる

場合には建設業務に当たり不可。 

土壌等の散水(ホース等) 一般的には、左記の業務のみの単独で当該業務が終了

するものであれば可能と考えられるが、実態として土

木・建築等の作業の準備作業として行われる場合には

建設業務に当たり不可。 

草刈り、表土のはぎ取り、

土砂・草・コケ・藩校・落

葉・ゴミの除去(草刈り機、

スコップ、ほうき、熊手、

土嚢袋) 

一般的には、草刈り、草・コケ・藩校・落葉・ゴミの

除去の業務は可能と考えられるが、実態として土木・

建築等の作業の準備作業として行われる場合には建設

業務に当たり不可。また、表土のはぎ取りや土砂の除

去はそれ自体が建設業務に当たる業務と考えられるた

め不可。 

表土等のはぎ取り、土砂・

草・コケ・藩校・落葉・ゴ

ミの除去(バックホー等の

重機、土嚢袋) 

建設業務に当たる業務と考えられるため不可。 

側溝等の汚泥の除去(スコ

ップ、ほうき、熊手、土嚢

袋) 

 

一般的には、左記の業務のみの単独で当該業務が終了

するものであれば可能と考えられるが、実態として土

木・建築等の作業の準備作業として行われる場合には

建設業務に当たり不可。 

屋根・外壁・道路・側溝等

の洗浄(高圧洗浄機、ブラ

シ、バケツ、雑巾) 

 

一般的には、左記の業務のみの単独で当該業務が終了

するものであれば可能と考えられるが、実態として土

木・建築等の作業の準備作業として行われる場合には

建設業務に当たり不可。 

 



除去土壌等の仮置き、埋設

(スコップ、土嚢、遮水シー

ト、遮蔽物) 

除去土壌等の埋設は建設業務に当たる業務と考えられ

るため不可。また、除去土壌等の仮置きは一般的には、

既に除去された土壌が集積され、単にそれを移動させ

るのみであれば可能と考えられるが、実態として土

木・建築等の作業の準備作業として行われる場合が多

く、そのような場合には建設業務に当たり不可。 

除去土壌等の仮置き場等

への移動(バックホー) 

建設業務に当たる業務と考えられるため不可。 

除去土壌等の運搬(運搬車

両) 

除去すべき土壌等の存在する場所から直接運搬する場

合は、実態として土木・建築等の作業の準備作業とし

て行われる場合が多く、そのような場合には建設業務

に当たり不可。一方、仮置場からの2次的な運搬は可能。 

建物の屋根瓦・側壁のはぎ

取り(工具) 

建設業務に当たる業務と考えられるため不可。 

アスファルトのはぎ取り

(電動カッター) 

建設業務に当たる業務と考えられるため不可。 

がれきの除去・撤去、運搬 土地に定着していないがれきを人力等で撤去する作業

の業務や、家の中に流れ込んだ土砂や敷地・道路に残

った土砂・がれきを人力等で撤去する業務については

可能と考えられるが、重機を使用する場合や土木・建

築等の作業の準備作業として行われる場合には建設業

務に当たり不可。 
 


